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論

叢

人
税
物
税

の
分
界
並

に
特

徴
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…

法
學
博
士

神
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正

人

口
密
度

ご
経

濟
生
活
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:
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・
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経
濟
學
博
士

汐

見

三

{数
量
・的

経

濟

　學
の
論

理

的

櫨
遅
延
の
批

判

:

文
學
博
士

米
一
田

庄

十

餓

帥
先

米

の

生

産

地

ご
消

費

地

こ

の

対

立

・

・

経
済
聖
血

谷

口

吉

信

用

ご
資

本

:

・
:

・
:

・
:

:

・
経
済
學
士

中

谷

國

勢

調

査

に

於

け

る

人

口

の

概

念

:

・

経
済
學
士

岡

崎

文

雑

録

都

市

公

企

業

の

財

政

的

意

味

・
・
:

・
・
経
漕
學
士

大

谷

政

植

民

的

活

動

脈
礁
政

治

的

支

配

に
就

い
て
・
.
経
濟
學
士

金

持

一

歴

史

哲

學

に

就

い
て

:

:

:

・
:

・
煙
涛
學
士

竹

中

靖

躰

㍉
窺

『綜

合

経

濟

學

』
概

念

:

:

・
経
済
學
士

桑

原

法

A
p

地
租
法

・
螢
業
牧
盗
視
法
中
改
正
法
律

・
砂
糖
消
費
税
法
中
改
正
法
律

・
織
物
消
費
税
法
中
改
正
法
律
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㎜即
勢
調
査

に
於
け
る
人
口
の
梅
…念

算
三
+
二
審

八
四
六

国
勢
調

査

に
於

け
・る
入

口
の
概
念

岡

崎

第
五
號

九
四

文

規

.
風

勢

調

査

に
於

て

も

、

調

査

軍
位

の
確

鷺

性

と

調

査

結

果

の

合

目

的
、性

と

麹

期

待

.一、.る
必
要

上

、
♂省
。
許

朝

齢
u
匂

ノき

P

≦

雪

コ

の

四
問

題

が

最

も
重

要

視

さ

れ

て

る

る
事

は

、
自

絵

の
統

計

調

査

に
於

け

る
と

何
等

異

な

る
所

は

な

い
。

(註

一)
.国

勢

調

査

に
於

て
「
調

査

さ

れ

る
も

の

は

誰

で
あ
.る

か
P

」
と

言

ふ
問

題

に
饗

し

て

は
、

躊

躇

な

く

の

「
入

口

で
あ

る
!

」
と
答

へ
る
事

が

出

家

る

で
あ

ら

う

。

近

世

の
國

勢

調

査

の
滑
革

か

ら
見

て
、
∩
。
蕊
二
・。
と

言

ふ
文

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

字

は
主

と

し

て
人

口
調
査

の
意

味

に
使

用

せ
ら

れ

、
其

の
調
査

圭

禮

は
殆

ん

ど

人

口

に
限

ら

れ

て

み

た

の

で
あ

っ

た
が

、
近

家

、
∩
の
ロ
。。霧

と

言

ふ
文

字

を
廣

く

使

用

し

て

、
農

業

調

査

叉

は
産

業

調

査

も

》
αq
幣

ρ二
日二
「巴

∩
o
"彰
一ω

又

は

牢

。
費

。
ぎ

=

∩
窪

。。
量

と

呼

ん

で

み

る
。

し

か

し

之

は
全

く
例

外

的

事

例

に
過

ぎ

な

い
。
國

勢

調

査

に
於

け

る
調

査

事

項

の
範

園

に
關

し

て
は

、
別

の
機
會

に
考
察

す

る
積

り

で
あ

る
が

、
其

の
内

で
、
入

口
そ

の
も

の

は
最

も
重

要

な

る
地

位
を

占

め

て

み

る
。

(
註

一
)

財

部
博

士
も
調
査
規
定

に
關

す

る
重

要
問
題

と
し

て
、
一
.誰

を
」
【
何
を
L
「
如
何

に
」
「
何
時
」
の
四

つ
を
擧

げ
て
ゐ
ら
れ

る

し
、
汐
見
博

お
　

士

も
、
経
濟
統
計

に
聞

し
、
之

と
同

一
の
四
問
題

を
示

し
て
ゐ
ら
れ
る

が
、
之

に
反

し
て
、
二
階
堂

氏

に
在

っ
て
は
、
箪
位
観
察

の
四
要
諦

は

の

多
少
異

っ
て
み
て
、
「
何
を
」
「
何
時
」
「
何
所

で
」
「
誰

が
」
と
な

っ
て
み
る
。

1)

2)
3)
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然
ら
ば
こ
の
人
口
と
は
何
で
あ
る
か
〉
人
口
の
意
義
に
聞
し
て
、
岡
山
己
E
m
-
E
は
、
一
円
}
応
の
政
治
的
地
域
内
に
於

け
る
個
人
の
穂
量
で
あ
る
と
定
義
し
て
ゐ
る

G

こ
の
外
に
三
己
主
富
。
印
ケ

N
R
m
w
-

云
C
E寸
n
L
の
見
解
も
殆
ん
ど

之
に
一
致
し
て
ゐ
て
、
こ
の
定
義
は
、
統
計
聞
学
者
救
に
人
口
早
者
に
よ
っ
て
、
最
も
贋
く
、
一
般
に
、
承
認
せ
ら

れ
て
ゐ
る
や
う
に
恩
は
れ
る

G

し
か
し
同
勢
調
査
仁
於
け
る
人
口
の
概
念
の
決
定
に
閲
す
る
限
り
に
於
て
は
、

出

2-qoが
既
に
指
摘
せ
る
が
如
〈
、
「
一
定
の
地
域
に
於
げ
る
個
人
の
総
量
」
と
一
一
員
ふ
用
語
の
意
味
其
若
が
極
め

て
股
肱
で
、
俳
り
に
も
漠
然
と
し
て
ゐ
る
勺
同
勢
調
査
に
加

τは
種
々
む
る
人
口
の
種
類
炉
問
題
と
な
り
得
る
の
で

あ
る
。

F
E
n
-
5
は
慨
に
七
種
の
一
人
口
を
事
り
て
ゐ
る
。
門
誌
一
じ
そ
し
て
国
勢
調
査
に
際
し

τは
、
如
何
な
る
種

類
の
人
口
伝
調
査
寸
可
き
一
じ
め
る
か
に
闘
し
て
、
闘
際
統
計
曾
議
並
に
闘
際
統
計
協
命
日
に
於
て
も
一
腰
々
討
議
せ
ら

れ
ま
七
統
計
島
者
の
聞
に
於
て
も
論
争
が
績
げ
ら
れ
七
の
で
あ
↑
る
。
嘗
て

H
P
5
2
の
唱
道
せ
る
が
如
き
世
界
国

勢
調
査
が
賓
施
せ
ち
れ
、
一
定
時
貼
に
於
け
る
世
界
の
総
人
口
、
或
は
外
国
と
の
交
通
稀
な
る
岡
家
一
の
雑
人
口
の

み
を
明
ら
か
に
せ
ん
と
す
る
が
如
き
場
合
に
於
て
は
、
貫
際
上
、
脱
漏
わ
け
三
重
計
算
に
基
〈
誤
謬
の
危
険
は
避
け

、
、
、

符
ら
れ
な
い
と
し
て
も
、
理
論
上
、
主
一
の
調
査
は
比
較
的
に
筒
車
で
あ
ふ
o

と
言
ふ
の
は
.
調
査
時
に
、
調
査
場
所

に
現
在
す
る
凡
ゆ
る
人
員
を
質
査
す
れ
ば
足
b
る
か
ら
で
あ
る
。
然
る
に
今
日
析
は
れ
て
ゐ
る
各
凶
の
国
勢
調
査

を
見
る
に
、
一
闘
を
分
割
し
て
地
方
自
治
睦
別
或
は
市
町
村
別
に
調
査
匝
劃
ぞ
設
け
て
ゐ
る
。
そ
し
て
調
査
主
憧

た
る
人
口
は
、
調
査
時
仁
、
必
ら
宇
し
も
自
己
の
調
査
匡
割
に
定
住
し
て
ゐ
る
と
は
限
ら
な
い
の
で
あ
る
。
国
勢

調
査
の
結
果
皆
、
率
問
上
、
行
政
上
に
利
用
す
る
目
的
か
ら
言
っ
て
、
各
調
査
匡
劃
に
於
け
る
人
口
を
綜
合
し
て
、

杢
闘
の
人
口
を
知
る
L
」
共
に
、
各
調
査
匝
劃
に
於
け
る
人
口
業
者
が
又
重
要
な
る
意
義
を
有
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る

園
勢
調
査
に
於
け
る
人
口
の
概
念

第
三
十
二
巻

九
五

第
五
毅

八
四
七

Marcb. 1925. P. 185 ff.) 
Nerschmanri. Die englische Productionserhebung vom 1907 (Allg. Stat. Archiv. 
'9

'
4・ S.S3住)
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同
勢
調
査
に
於
け
る
人
口
の
槻
念

第
五
披

大A

穴

第
三
十
二
巻

入
四
八

か
ら
、
調
査
時
に
、
其
の
調
査
匝
劃
に
現
在
す
る
者
を
以
て
、
果
し
て
其
の
調
査
匝
劃
に
於
け
る
正
常
人
口
と
見

る
事
が
出
来
る
か
否
か
に
つ
い
て
大
な
る
疑
問
が
生
十
る
課
で
あ
る
。
更
に
又
、
岡
勢
調
査
に
於
て
は
碍
々
な
る

種
類
の
人
口
が
考
へ
ら
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
只
だ
軍
に
一
種
の
人
口
を
調
査
す
る
の
み
で
満
足
し
得
る
る
の
で

あ
る
か
。
ィ

y
p
y
に
於
け
る
第
五
回
圃
際
統
計
曾
議
の
決
議
に
見
ら
れ
る
が
如
〈
J

一
種
の
人
口
(
事
責
人
口
並
に
法

律
人
口
)
を
、
同
時
に
、
調
査
す
可
き
要
求
も
存
在
し
得
る
帯
で
あ
る
。

通
常
、
一
定
地
域
に
於
げ
る
個
人
の
総
量
営
以
っ
て
、
人
口
で
あ
る
と
定
義
し
て
も
別
に
差
支
へ
は
な
い
が
、

国
勢
調
査
に
於
け
る
調
査
主
憾
に
品
、
人

q
r確
賢
に
賢
査
し
、
間
以
ポ
に
、
咽
↓
ん
や
世
命
日
一
事
情
的
一
諸
研
究
仁
刺
月
す

る
目
的
か
ら
見
て
、
圃
勢
調
査
に
於
け
る
人
口
の
観
念
を
更
に
吟
味
す
る
事
は
、
大
い
に
意
義
あ
る
事
と
信
ゃ
る

の
で
あ
る
。

(
註
二
〉

E
C
E一E
は
左
の
七
種
の
人
口
を
奉
げ
て
ゐ
る
。

ィ
、
現
在
地
(
事
賞
)
人
口
(
。
Z
Zロ
宮
司
E
O
〔

F
己一胃
ro〕
出

向

&
F
O
E
-
】問)

口
、
住
居
人
口
(
君
。
z
z
'
d
p
m
E白
河
)

ハ
、
織
績
的
滞
在
人
口

2
0
4
2
Z言
口
四
日
目
円
含
5
3
P
F
2
Z
E
3
m
}

=
、
定
住
人
口
(
吉
弘
旨
沼
田
内
〈
2
7
空
言
問
)

ホ
、
木
臨
何
人
口
(
。
号
自
明
喜
四
己
刊
何
回
woaFE百四)

へ
、
周
籍
人
口
(
告
耳
切
言
問
。
-
】
副
長
。
国
2
g
s
g四)

ト
、
肉
生
地
人
口
(
門
主
E
ユuz'd一r
o
E
S
明)

ーー

調
査
主
腫
と
し
て
の
人
口
観
念
を
像
り
に
複
雑
な
ら
し
り
る
事
は
、
岡
勢
調
査
を
貫
施
す
る
上
に
、
却
っ
て
無

三階堂保則、統計皐綱要五ー頁
Iくumelin，a. a. U.， S. 829・
Fircks， Bevδlkerungsstatistik und Bevölkerungsleb:.r.e~ S. 1" 

Most， Bevolkerung"iwissenschaft. S. 1. 
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用

の
混
臥

を
招

く

恐

れ

が

あ

る
と

言

ふ
の

で

、
一
八

七

二
年

、
o。
斤」

、。
叶①
「・・『
二
「σQ

に
於

け

る
第

八

回

国

際

統

計

會

議

　

　

　

で

は

、
国

勢

調
査

に
於

て
調

査

す

可

き

人

口
と

し

て

、

イ
事

貴

人

口
或

は

現

在

人

口
、

ロ
住

居

人

口
、

ハ
法
律

人

ユ

く

く

く

ね

口
の
三
種

類
を
規
定
し

、
尚

ほ
其

の
解
説

に
從

へ
ば

.
事

實
人

口
と
言

ふ
の
は
、
調
査
時

に
、
現

に
其

の
調
査
地

に
現
在

す

る
人

口
で
あ

り
、
住
居

人

口
と
言

ふ
の
は
、
調
査

地

に
生
活

の
本
擦

を
有
す

る
人

口
で
あ

っ
て
、
調
査

時

に
於

け
る
、

一
時

的
不
在
者
を
加

へ
、
叉

一
時

的
現
在
者

を
除

去
し
た

る
人

口

で
あ

り
、
最
後

に
、
法
律
入

口

と

は
、
調
査

地

に
本
籍

を
有

す

る
入

口
で
あ

る
。

こ
の
決
議

は
、
國
勢
調
査

上
、
調
査

主
膿

と
し

て
人

口
観
念

に

關
す

る
議

論
の
紛
糾
を

、
決
定
的

に
解

決
し
得

た
繹

の
も

の
で
は

な

い
が

、
其

の
主

旨
は
、
少

な
く
と
も
、
人

口

観
念

の
整

理
統

一
を
期

す
る

に
あ

っ
た
。
悶
m
ぴ
許

貯
ω
が
七
種
類

の
人

口
を
翠
げ

て
る
る
事

は

,
既

に
述

べ
た
所

で

あ

る
が

、
所

謂
事
實

人

口
と
住
居
人

口
と
を

一
緒

に
し

て
、
之
を
事
貴

人

口
と
稻

し
、
法
律
人

口
に
調

立

せ
し
め

絢

ん

と

す

る
者

も
あ

っ
た

し

、

ま

た

、
法

律
人

口

の
観

念

に

つ

い
て

も

,
種

々
な

る
見

解

が
行

は

れ

て

る
た

の

で
あ

る

。

例

へ
ば

「
答

「三

島

は
国

民

(市
民
)
権

(
寓
ユ
巳
p
誹
σ
2
。
∩
一三
σq
琶

σq
)

を

有

す

る
者

の
総

膿

で
あ

る
と
言

ひ
、

∩
。
「「窪

二

は

一
地

域

に
於

け

る
眞

實

の
人

口
密

度

を
示

す

も

の

で

あ

る
と

言

っ
て

み

る

。

こ

の
法

律

人

口
も

、

嘗

て
は

調

査

主

膿

と

し

て

、
国

勢

調

査

上

、

重

要
視

せ
ら

れ

た
事

が

あ

っ
た
。

即

ち

一
八

六

三

年

、

べ

川
リ

ン
に
於

け

る
第

五

回
国

際

統

計

會

議

の
決

議

に
よ

b

、

「
国

勢

調

査

を

し

て
行

政

上
百

般

の
需

要

に
適

慮

せ
し

め

ん

が

薦

め

に

は

、
軍

に
事

貴

人

口

を

調
査

す

る

の

み
な

ら

す

、
筒

ほ

各
地

域

に
於

け

る
法
律

人

助

口

を

も

調

査

す

る
必

要

が

あ

る
。」
と

規

定

さ

れ

た

の

で
あ

る
。

そ

し

て
従

来

、
其

の
他

の
種

類

の
人

口
と

共

に
、

法

律

人

口

の
調

査

せ
ら

れ

た

例

は

決

し

て
少

な

く
な

い
が

、

ス

エ
ー

デ

ン
で
は

、

曾

て
、

こ

の
法

律

人

口
が
特

に

掴
勢
調
査
に
於
け
る
人
口
の
概
念

第
三
+
二
巻

八
四
九

第
五
號

九
七

9)

・o)

H)

=2)
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国
勢
調
査
に
於
け
る
人
口
の
概
念

第
三
十
二
巻

八
五
〇

第
五
號

九
八

勤

重
要
税

せ
ら

れ
、
軍

に
法
律
人

口

の
み
を
調
査
主

騰
と

し
て
探

挿
し

た
事
が
あ

っ
た
.
法
律
人

口
は
、
本
籍

別
皿

に
国
籍

別

の
二
方
面

か
ら
観
察

す

る
事
が
出
來

る
が
、
何
れ

に
し
て
も
、
其

の
用
途

は
行
政
上

の
目
的

に
あ

っ
て
、

法
律
人

口
数

を
基
準

に
し
て
各
地

域

の
選
畢
権
問

題
並

に
兵

役
問
題
等

を
解

決

せ
ん
と
す

る
國

に
在

っ
て
は
、
之

は
存
在

の
理
由

を
有

っ
て
み
る
。

し
か
し
斯

く

の
如
き
行
政
上

の
目
的
を
主

に
し
て
、
法
律
人

口
の
調
査
を
實
施

す

る
事

に
つ
い
て
は
人

な

る
疑
問

が
あ

る
。
入

口
移

動

の
著

し
き
現
代

に
於

て
は
、
法
律
人

口
は
、
∩
霞
「Ω
丘

の

期
待

す

る
が
如

く
、
各
調
査
地
域

に
於
け

る
英
貨

の
人

口
密
度

を
表
示
し
得

る
も

の
で
は
な

い
か
ら

、
從

っ
て
肚

會
事
情

研
.究

の
士
虚
日
よ
り
見

て
、
之

は
實

用

に
乏
し

い
も

の
で
あ

る
と
雷

は
ざ

る
る
得

な

い
。
樹

ほ
そ

れ

に
も
拘

ら

す

、
法
律
入

口
の
調

査
を
必
要
と

す
る
場
合

罵
は
、
之

と
同
時

に
、
肚
會
事
情

研
究

の
目
的

に
利
用

し
得

る
種

類

の
人

口
を

合

せ
調
査

す
る
必
要

に
追

ら
れ

る
の
で
あ

る
。
人

口
の
経
濟

的
活
動

,
人

口
の
動
態
現
象

(出
生
、
婚

姻
、
死
亡
等
)
の
統
計

的
研
究

に
謝
し

て
、
其

の
基
準

と
な

る
も

の
は
、
各
調
査
地
域

に
於

け

る
正
常

的
人

口
で
な

け

れ
ば

な
ら
な

い
。
車

賃

、
法

律
入

口
は
、
今

日
の
肚
會

に
於

て
、
其

の
用
途

に
乏

し
き

の
み
な
ら
す
、
之

を
正
確

勤

に
調
査
す

る
事

も
殆

ん
ど
不

可
能

で
あ

る
と

さ
れ

て
み
る
。
國

内

に
於

て
、
他

の
調
査
塵
域

に
現
在

す

る
者

に

つ

い
て
は
、
法
律
人

口
の
調
査

は
決

し

て
困
難

で
は
な

い
が
、
園

外

に
於

け

る
不
在
者

に

つ
い
て
は
、
之

を
調
査

す

る
事

は
大

い
に
困
難

で
あ
b
、
時

と
し

て
は
全

く
不
可
能

の
場
合
も
少
な

く
な

い
か
ら

で
あ

る
。
從

っ
て
現
今

の

国

勢

調
査

に
於

て
は
、
何
れ

の
國

に
於

て
偽

、
調
査
地
域

に
現
在
す

る
外
國
人

に

つ
い
て
は
、
其

の
国
籍

を
問

ふ

け

れ
ど
も

、
自
國

民

(
植
民
地
人
を
除
き
)
の
本
籍

を
調
査

す

る
事
は
殆
ん
ど

な

い
と
言

っ
て
よ

い
。
こ
こ

に
於

て
、

て
、
國

熱
〃調
査

に
於

け

る
人

口
一観
念

に
關

す

る
論
鮎
は
、
胤肛
會
一塁
・的
及
び
経
溝
鳳學
的
立
場

よ
b

、
專

ら
事
⊥貫
人

口

13)

14)

15)
16)

Meyer,DasPrincipderrechtlichenandderfa.cヒlscheロBevδ 正kerungl∫allTb・ £
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と

住

居

人

口
と

に
集

注

さ

れ

る
事

と

な

っ
た

の

で
あ

る
。

三

濁

逸

に
於

て
も

、

Z
重

き
巽
σq
u
ご
p
=
艮
騨

ω
耳
霧
珍
=
霞

等

の
諸

都

市

又

は
關

税

同

盟

(N
。
=
く
。
『o
=
目)
に
加

盟

せ

る

諸

聯

邦

が

人

口
調

査

を
實

施

せ

る
歴

史

は

相

當

に
古

い

の

で
あ

る
が

、
猫
逸

登

膿

と

し

て

の
第

一
回
国

勢

調
査

は

、

一
八

七

一
年
十

二
月

一
日

に
實

施

せ
ら

れ

た

の

で
あ

る
。

そ

し

て
濁

逸

に
於

け

る
國

勢

調
査

の
基

準

的
要

綱

は

、

一
入

七

〇

年

、

ベ

ル
リ

ン
に
於

け

る
關

税

同

盟

統
計

改

良

委

員

會

(凶
冷
旨

乱
・・鴇一。
=

NF一H

づ
、。律
ω
「①
昌

》
F呂

凶冠
¢
旧一四

匹
亀

u∩
鼻

聾

畔

ユ
塁

N
。
=
♂・費
。
一蕊
)

の
決

議

に
糠

っ
て

み

る
も

の

で
あ

る
。

濁

逸

關

税

同

盟

に
於

て
は

、

一
八

三

四

甲

、

…桐
院
採

入
を

,
調

晩

同

盟

に
加

盟

せ

る
諸

聯

邦

に
、

其

の
入

口
数
、に
比

例

し

て
分

配

す

る
錫

め

に
、
人
.口
調

む

　

査

を
行

っ
た

抵

、
最

初

、
各

世

帯

に

つ

い
て

、

凡

ゆ

る
現

在

者

を

個

別

に
調

査

し

た

の

で

は
な

く

、

現

在

者

で
も

本

籍

を
有

せ
ざ

る
者

を
除

外

し

、

ま

た
不

在

者

で
も

本

籍

を
有

す

る
者

も

加

入

す

る
事

と

し

た

か

ら

、

こ

の
人

口

.
は

、

住

居

人

口
と

言

ふ
よ

b

も

、

[
種

の
本

籍

人

口

で

あ

っ
て

、
普

通

、

N
。
=
告
お
9
旨

コ
σq
・。σ
薯

o
一π
①
.=
一。びq

と

呼

ば

れ

て

み

る
も

の

で
あ

弼
。
斯

く

の
如

き
種

類

の
人

口

が

祉

會

の
正

常

人

口

を
表

示

し
得

な

い
事
・は
明

ら

か

で
あ

っ
て

、

こ

の
瓢

に
疑

問

が
生

じ

た
結

果
、

關

税

同

朋
皿
で

は
、

一
八

六

三

年

に
、

現
在

人

口
を
調

査

し

て
、
之

を
採

用

す

る
事

と

し

た

の

で
あ

る
。

そ

し

て

一
八

七

〇

年

に
は

、
開

枕

同

盟

の
統
計

を

一
層

完

全

な

ら

し

む

る

目
的

で
、

委

員

會

を
開

催

し

て

、
人

口
調

査

の
調

査

主

艘

と

し

て

、
如

何

な

る
種

類

の

人

口

を
調

査

す

れ
ば

、
理

論

上

、
最

も
通

常

で

あ

る

か

に
聞

し

、
大

い

に
討

議

し

た

の

で
あ

る
。
N
亀

c
ご

些

三
色

言

及

び

】げ
穿
2

は

住

居

人

口

を

主

張

し

た

の

で
あ

っ
た
が

、
大

多

数

の
委

員

の
意

見

に
從

っ
て

、
現

在

人

口

が
採

用

さ

れ

る
事

に
決

定

し

た

の

で
あ

國
勢
調
査
に
於
け
る
人
口
の
概
念

第
三
十
二
倦

八
五

一

第
五
號

九
九

Bd.6・S・99)NTat.andStat.
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國

勢
調
査
に
於
け
る
人
ロ

の
梅
念

第
三
+
二
巻

八
五
二

第
五
號

一
〇
〇

る
。
要
す

る
に
、
濁
逸

の
國
勢

調
査

に
於

て
は
、
現
在
人

口
主
義

が
勝

利
を
博

し
た
・澤

で
あ

る
。

一
八
九
〇
年

の

國
勢

調
査

に
於

て
ば
、
濁
逸
統
計
局

は
、
従

来

の
主
義

を
捨

て
て

、

一
時
的

現
在

者

に

つ
い
て
は
其

の
住
居
地

を

　

　

　

　

　

　

問

ひ
、
ま

た

一
時

的
不
在
者

に

つ
い
て
は

一
姓
名

二
世
帯
主

と

の
關
係

三
騰
性

四
生
年

月
日
五
配
偶
關
係
六
職
業

く

く

く

く

く

く

　

　

七
想

像
し
得

る
滞

在
地

八
兵
役
關
係
等

を
問

ひ
、
住
居
人

口
主
義

を
採
用
し

た
事

が
あ

る
が

、
次
の

一
八
九
五
年

く

ぐ

の
国
勢

調
査

に
於

て
は
、
再
び
現
在

人

口
主
義

に
復

離

し
た
。
樹

ほ
諸
都
市

の
人

口
調
査

に
於

て
は
、

一
時

的
不

在
者
並

に

一
時

的
現
在

者
を
も
調
査

し
た
例

は
少

な
く
な

い
し

、
ま

た
住
居
人

口
主
義

を
主
張

せ
る
學
者
も
稀

で

絢

ぱ
な

か

っ
た
が

、
結
局

、
糧
逸

全
膿
と

し
て
の
国
勢

調
査
ぱ
現
在
人

口
主
義

を
固

守
し
來

つ
九

の
で
あ

る
。
尤

も

一
九

二
五
年

の
國
勢

調
査

は
、
職

業

調
査
並

に
経

管
調
査

と
同

時

に
實
施

せ
ら
れ
、
從
來

の
例
を
破

っ
て
、
調
査

期

日
を
六

月
十
⊥
八
日

に
鍵
更

す

る
必
要
も
あ

っ
た
関
係

上
、

一
時
的
不
在
者
並

に

一
時

的
現
在
者

の
實
査

も
行

つ

.

物

た

の
で
あ

る
。

こ
こ
で
、
現
在
入

口
主
義

は
如

何
な

る
理
論
的
根
糠

の
上

に
立

つ
も

の
で
あ

る
か
.の
問
題

に
考
察

を
進

め
る
順

序

で
あ

る
が
、
国
勢

調
査

の
結

果

に
劃
す

る
吾

々
の
要

求
、換

言

す
れ
ば
国
勢

調
査

貫
施

の
指

標
を
、
一
旗

、
明

ら

か

に
し

て
置

く
事

は
、
本
論
を
続

け

て
行

く
上

に
、
便

利
が
多

か
ら
う
と
信

ず

る
の

で
あ

る
。
蓋

し
之

を
標
準

に

し

て
、
初

め
て
現
在
人

口
主
義
並

に
住
居
人

口
主
義

の
、
國
勢

調
査

上

に
於

け

る
慣
値
が
評
償

さ
れ
得

る
か
ら

で

あ

る
。

帳
簿

に
基

く
従
来

の
人

口
静
態

調
査

方
針
を
捨

て
、
莫
大
な

る
経
費

を
支

出

し
て
迄

も
、
国
勢

調
査
を
定
期

に

繰

り
返

す
方

針
を
確

定

せ
る
主
旨

は
、
第

一
に
、
其

の
調
査
結

果

の
確
實
を
期
待

す

る
鮎

に
あ

る
。
帳
簿

に
基

く

聾
鍛
鋼

惣
笠
田

㏄
σ

e

論

口

酬晶
籔

灘

灘

ゆ
刎

幻

1schRftsbericllt.a.a.0.,S.、 耳.70.
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人

口
静

態

調
査

の
結

果
は
、
極

め

て
不
確
實

で
あ

る
事

は
、
今

更
、
説

明
す

る
迄

も
な

い
。
我
國

の
人

口
静
態
統

ネ

計

に
於

て
は
、
如
何

な

る
鮎

に
、
如
何
な

る
誤
謬

が
含
ま

れ
て
み

る
か
は
、
既

に
竹
内
氏

の
詳

細

に
説

明

せ
ら

れ

た
所

で
あ

る
。
ま
た

、
不
正
確

な

る
人

口
静

態
統

計
を

利
用

す

る
事

は
、
學
問

上
、
行
政
上
、
極

め
て
危
険
多

き
れ

も

の
で
あ

る
事

は
、
大
正
六
年

、
保
健

衛
生
調
査

會

よ
b
提
出

せ
ら

れ
た

る
国
勢
調
査

質
地

に
關

す
る
建
議

書
を

見

て
も
明
白

で
あ

る
。
し

か
し
國

勢
調
査

の
結
果
が
軍

に
確
實

で
あ

る
事

の
み
を
以

っ
て
、
吾

々
は
満

足
出
來

な

い
の
で
あ

る
。
先

づ
其

の
人

口
数

の
鮎

の
み

に

つ
い
て
見

る
も

、
そ

れ
が
確
實

で
あ

る
と
同
時

に
、
入

口

の
常
態

を
表
示

し

て
み

る
も

の
で
あ

る
事

を
要

求
す

る
。
あ

る
地
域

に
於
け

る
人

日
は
、
夏
期

に
、
特

に
多

く
、
ま
た
、

他

の
地
域

に
於

け

る
人

口

は
、
冬
期

に
特

に
寒

い
事

が
あ
り
得

る
。
例

へ
ば
伊

太
利

の
ト

ス
カ

ン
に
於

け

る
人

口

は

、
冬

期

に
は
、

二
倍

に
増
加

し
、
之

に
反

し
て
、

ア

ル
プ

ス
の
あ

る
村

落

で
は
、
冬
期

に
は

、
人

口
が

二
分

の

一
に
減

少
す

る
と
報

告

さ
れ
て

る
る
。
我
国

の
避
暑
地
叉

は
避

寒
地

に
於

て
も

、
こ
れ
と
同

一
の
現
象

を
見

る
事

が
出
来

る
と
想
像

し
得
ら

れ
る
。
然

る
に
国
勢

調
査

は
所
謂
瞬

間
調
査

で
あ

る
。
あ

る
年
次

の
李

均
気

温
を
算
定

す

る
場
合
と
同

一
の
方

法

に
從

っ
て
、

一
ヶ
年

間
、
毎

日
、
人

口
数
を
實

養

し

.
其

の
結
果

の
算
術
牛
均
を
算

足

す

れ
ば

、
正
常
的
入

口
数

を
知

る
事
が
出
來

の
で
あ

ら
う
が
、

こ
れ
は
勢
力

の
黙

か
ら
言

っ
て
も
、
ま

た
経
費

の

鮎

か
ら
言

っ
て
も
殆

ん
ど
不
可
能

の
事

に
属
す

る
。

こ
こ
に
於

て
、
如
何
な

る
調
査
期

日
を
選
定

す
可

き
か
が
重

大
問

題
と
な

っ
て
来

る
。
あ

る
年
次

の
瞬
間

に
於

け

る
地
域
別
人

口
分
布

の
状
盤

が
、
其
の
年

次

に
於

け

る
正
常

的
状
態

に

一
致

し
な

い
迄

も
、
之

を
表
示

し
て
み

る
と
信

じ
得

る
が
如
き
人

口
の
瞬
間
調
査

を
必
要
と
す

る
諜

で

あ

る
。

そ
れ
故

に
何

れ
の
國

に
在

っ
て
も
、
他

の
事

情

の
許
す
限

り

に
於

て
、

(国
勢
調
査
と
同
時
に
、
職
業
調
査
又
は
経

管
調
査
を
實
施
す
る
場
合

に
は
、
凡
ゆ
る

国
勢
調
査

に
於
け
る
人
口
の
概
念

第
三
十
二
巻

八
五
三

第
五
號

[
〇

一

22)
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24)
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國
皿勢
調
査

に
於
け
る
人
口
の
梅
…念

第
三
十
二
巻

八
五
四

第
五
號

一
〇
二

厳
談

無

難

欝

移
矯

)
調
査
習

は
、
合

移
動
の
最
も
少
な
き
時
期
蓮

華

に
な
っ
て
ゐ
・
U
.
(註
三
)

ま
た
指
定

せ
ら

れ
た

る
調
査
期

日

に
は
、
入

口
の
移
動

を
多

か
ら

し
む

る
が
如

き
集
會

、
催
物

を
努

め
て
禁
止

す

る
方

針
を
探

っ
て
み
る
。

(
註

三
)

こ
の
鮎

に
悶
附
し
て
は
別

の
意
見

も
あ

っ
て
、
理
論
上
、

七
月

一
日
が
最

も
一週
當

で
あ
る
と
言

は
れ

て
る
る
。

こ
れ
、
丁
度
、

一
ヶ
年

の

中
央

に
位
す

る
期
E

で
あ
る

か
ら

で
あ
る
α
地

域
別
人

口

の
正
常
的
分

布
を
問
題
外

に
措

く
場
合

に
は

、

こ
の
意

見
は
極

め
て
正

常
で
あ
る
。

何
故
な
ら
ば
七
月

一
日

に
於
け
る

一
國

の
人

口
数

は
、
其

の
年
次

に
於

け
る
平
均
人

口
数

に
最

も
接
近

し

て
み
る
事

は
、
理
論
上
、
考

、
得
る

所

で
あ

る
か
ら
で
あ

る
。

し
か
し
、

こ
の
論
者
も
認

め
τ
み
る
如

!
ヤ

七
月

に
は
、
避
暑
客

が
多
.く
、
人
H

が

㎜
地
域

に
偏
在

す
る
危

険

が
あ

っ
て
、
　貫
際
上

、
申週
當

な
る
時
期

で
は
な

い
。

入

口
数

そ

の
も

の
の
地
域
的
分
布

が
正
常

的
状
態

を
表

示
し

て
み
る
の
み
で
は
、
吾

々
は
術

ほ
満
足

す

る
事

が

出

来
な

い
の

で
あ

る
。
国
勢

調
査

の
結
果

に
謝

し

て
は
、
荷

ほ
こ
れ
以
上

の
も

の
が
要

求
さ
れ

て
る

る
。
そ

れ
は

・
人

口
構
成

の
内
容

に
關
す

る
も

の
で
あ

っ
て
、
騰
性
別

、
年
齢

別
、
職
業

別

、
世
帯
別
等

に
依

る
人

口
構
成

の
地

域
.的
分
布
も

正
常

的
状
態

を
表
示

し
て
み
る
も

の
で
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。

こ
の
人

口
構
成

は
、
肚
會
事
情

研
究

の
統
計
的
基
礎
を

な
し

て
み
る
場
合
が
少
な

く
な

い
。

一
例
を
示

せ
ば
、
婚

姻
傘

は
其

の
年

次

に
於

け

る
婚
.姻

数

と
婚
姻
可
能

年
齢
内

に
在

る
人

口
数

と
の
比
例

に
依

っ
て
算
定

せ
ら

れ

る
。
荷

ほ

こ
の
外

に
、
離
婚
率

、
出

生
率

、

死

亡
率

、
死
亡
表
等

に
つ
い
て
も
、
之

と
同
様

の
手
績

を
必
要

と

す

る
の

で
あ
.つ
て
、
人

口
構
成

の
内
容

は
極

め

て
重
要
な

る
役
割

を
演

じ
て

み
る
。
ま

た
、
住
居
統
計

研
究

に
在

っ
て
は
、
世
帯
構
成
員

に
關

す
る
統
計

資

料
を
、

叉

統
計
研
究

に
在

っ
て
は

、
職

業
人

口
に
關

す
る
統
計

資
料

を
鉄

く
鐸

に
は
行

か
な

い
。
我
国

の
人

口
動
態
統

計

25)

.26)
27)

28)
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資
料
は
、
原
則
と
し
て
現
在
地
主
義
を
採
り
、
出
生
、
死
亡
は
其
場
所
、
婚
姻
、
協
議
上
の
離
婚
は
婚
家

に
在
る

當
事
者
の
所
在
地
、
裁
判
上
の
離
婚
は
離
婚
を
請
求

し

た
者

の
所
在
地

(融
融
潤
鰍
噸
数
眼
凱
組
羅
齢
敷
砂
動
蝕
制
{
蝦

欝

離

艶

雛

.
)
死
産
雰

娩
の
場
所
に
依
っ
て
調
書

れ
て
る
脳

屋

敷
及
び
死
姦

は
・
大
病

院

の
所
在
地

に
於

て
異
常

に
多

い
と
言

ふ
事

は
想
像
し
得

る
所

で
あ

る
が
、
其

の
地
方

の
出
産

率
及

び
死
亡
率

の

算
定

に
は
、
特
別

の
考
慮

を
加

へ
る
事

も
可
能

で
あ

る
し

、
ま
た

、
大
膿

に
於

て
、
こ
れ
等

の
人

口
動
態

現
象

は
、

普

通
、
日
常

の
住
居
地

に
於

て
生
起

す

る
と
考

へ
て
も
太

し
九
誤

り
は
な

い
で
あ
ら
う
。
動
態
人

口
の
性
質

に

つ

い
て
は
、
別

の
機
會

に
、

一
層

詳
細
な

る
吟
味
を
試

み
度

い
と
思

っ
て
み

る
が
、
先

づ
、

こ
こ
で
は

一
鷹

、
人

口

動
態
統
計

は
、
仔
地
域

(府
縣
別
火
は
市
町
村
型

に
於

け

る
正
常
的
現
象

を
表
示

し

て
み
る
も

の
と
考

へ
て
掃

く
。
然

ら
ば

こ
れ
等

の
人

口
動
態

に
謝
し

て
、
比
率

の
算
定

上

、
其

の
基
準

と
し
て
利
用
さ

れ

る
人

口
敷

並

に
其

の
構
成

要

素
も
、
其

の
地
域

に
於

け

る
正
常

的
状
態

を
表
示
し

て
み

る
も

の
で
な
け

れ
ば
な
ら
な

い
。
若

し
之
が
確
實

に

し

て
正
當

の
も

の
で
な

け
れ
ば

、
其

の
比
率

の
信
頼
償

値

に
疑

ひ
が
生
す

る
か
ら

で
あ

る
。
今

日
の
如

く
人

口
移

動

の
激

し
き
杜
會

に
於

て
は
、
本
籍

人

口

(法
律
人
口
の
一
種
で.あ
る
)
は
、
各
地
域

に
於

け

る
正
常

的

人
口
藪

を
表
示

し
得

る
も

の
で
な

い
事

は
明
白

で
あ

っ
て

.
從

っ
て
こ
れ
は
肚
會
事
情
研
究

の
爲

め

に
、
其

の
統
計
資

料
と
し

て

役
立

つ
も

の
で
な

い
事

は
既

に
説

明

し
た
通

り

で
あ

る
。
假
り

に
現
在
人

口
主
義

に
基

く
国
勢
調
査

の
結
果
が

、

共

に
其

の
地
域

に
於

け

る
人

口
数

の
正
常
,的
状
態

を
良

く
表
示
し

て
み

る
と
し

て
も

,
若
し
其

の
人

口
構
成

の
内

容

を
吟
味

し

て
、
雨
者

の
間

に
差

異
が
あ

る
と
し
た
な
ら
ば
、
其

の
地
域

に
於
げ

る
人

口
構
成

の
正
常
的

状
態
を

,

へ

も

よ
り
良

く
表
示

し
て

み
る
方
を
採
用

す
可

き

で
あ

る
。
例

へ
ば
現

在
人

口
主
義

に
基

く
国
勢

調
査

の
結
果

に
依

れ

国
勢
調
査
に
於
け
る
人
口
の
概
念

第
三
十
二
巻

八
五
五

第
五
號

一
〇
三
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国
勢
調
査
に
於
け
る
人
口
の
概
念

第
三
十
二
巷

八
五
六

第
五
號

一
〇
四

ば

、
あ

る
堪
域

に
、
李
常

、
必
ら
す
存
在

す

る
職
業

人

口
が

、
調
査
期

日

に
、
偶
然

旅
行
中

の
故
を

以

っ
て
,
調

査

に
漏

れ
る
場
合
が
あ
り
得

る
。
帥
ち

牧
師
が

、
調
査
期

日

に
、
偶
然

旅
行
中

の
嬬

め
に
、
調
査

の
結

果
、
あ

る

激
嘔

に

一
人

の
牧
師
も

存
在

し
て
み
な

い
と
言

ふ
事

も
生

じ
得

る
。
し

か
も
、
他

の
職

業
人

口
が

、
調
査
期

日

に
、

偶
然

に

一
時

的
現
在

せ
る
結
果

、
人

口
敷

に
は
差
異
を
生

じ
な

い
事

が
あ
b
得

る
。
要

す
る

に
人

口
数

に
は
差
異

な

く
し

て
、
只
だ
其

の
人

口
構
成

の
内

容

の
み
差
異
あ

る
場

合
を
想

像
し
得

る
の

で
あ

る
。
斯

く
の
如

き
場

合
、

人

口
敷

そ

の
も

の

に
つ
い
て
言

ふ
時

は

、
何
れ

の
主
義

に
よ

る
調
査

結

果
も
、

利
用

上
、
同

一
の
領
値

が
あ

る
が
、

若

し
人

口
構
成

の
内
容

を
問
題
と
し
な

け
れ
ば

な
ら

な

い
場
合

に
は
.

㎝
時

的
不
在
人

口
を
加
算

し
、

一
時
的

現

へ

へ

在
人

口
を
除

去

せ
る
人

口
数

の
方
が

よ
り
確
實

に
し
て
正
常
な

る
利
用
慣

値
を
有

っ
て
み
る
と
言

は
な

け
れ
ば

な

ら
な

い
。

こ
の
事

は

、
職

業
人

口

に
つ
い
て
の
み
な
ら
す

、
年
齢
別

、
膿
性
別
叉

は
世
帯
別
人

ロ

に
つ

い
て
も
言

ひ
得
ら

れ

る
。

上
述

せ

る
諸
問
題

に
つ
い
て
は
、
何
れ

の
論
者
帥

ち
現
在
人

口
主
義

を
主

張
す

る
者
も
、
ま

た
、
住
居
入

口
主
義

を
主
張
す

る
者

も
共

に
之

を
承

認
す

る
の
で
あ

る
事

は
、
後

段

の
説
明

に
よ

っ
て
自
ら
明
白
と
な

る
で
あ
ら
う

。

四

も

し

も

国
勢

調
査

に
於

け

る
現
在
人

口
叉

は
、
事
貴

人

口
は
普
通

の
解

繹

に
從

へ
ば

、

理
論
上
、
調
査

時

に
、
其

の
調

査
地
域

に
現
在

す

る
個
人

の
総
量

で
あ

る
。
故

に
こ
れ
は

、
調
査
時

に
、
其

の
調
査
地
域

に
現
在

せ
る
常
住
人

口

に
、

一
時

的
現
在
者

を
加

算

し
、

一
時

的
不
在
者

を
除

去

せ
る
人

口
か
ら
成

立

っ
て
る
る
。
し
か
し

、
濁
逸
及
び

我
国

の
如

く
、
現
在

人

口
を

、
普
通
世
帯
又

は
準
世
帯

と
結
合

し
て

(註
四
)
調
査

す

る
場
合

に
は
、

こ
の
現
在
人

3・)

3・)

32)
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鋤

も

し

も

口
主
義

は

、
實
際

上

、
完
全

な

る
徹
底
を
期

し
難

い
の
で
あ

る
。
調
査
時

に
、
偶
然
屋
外

に
在
り

、
叉
は
夜
業

、

も

も

も

夜
勤

、
宿

直
等

の
薦

め
、
世
帯

の
な

い
場

所

に
み
て
も
、
調
査

日

に
自
己

の
世
帯

に
締

る
可

き
も

の
は
、
其

の
世

じ

し

ヘ

ヘ

ヘ

へ

も

ヘ

ロ

へ

も

ち

ヘ

へ

帯

に
現
在

し
た

る
者

と
し

て
取

扱
ひ
、
ま

た
旅
行
中

で
、
旅

店

.

.其

の
他

の
世
帯

に
宿
泊

し
な

い
事

の
豫

め
明

か

も

ヘ

ヘ

へ

も

も

ヘ

ロロ

も

へ

も

も

な
者
は
、
調
査

日

の
午

前

八
時

迄

に
始

め

て
到
着

し

た
世
帯

に
現
在

し
た
者
と
し

て
取
扱

ふ
事

(中
出口書
記
入
心
得
参

へ

し

も

照
)

に
な

っ
て

み

る

。

そ

れ
故

に
現
在

人

口
主

義

も

質

礫

土

、

あ

る
制

限

を

受

け

る
場

合

が

少

な

く
な

い
が

、
現

在

人

口
主

義

を
奉

ず

る
者

は

.

こ

の
現
在

人

口
が

、
國

勢

調
査

上

、

凡

ゆ

る
黙

に
於

て

、
最

も
適

切

な

る
人

口
で

あ

る
と

主

張

す

る
。

(
註
四
)

我
国
.に
於
て
血肥
粗
世
帯
と
は
、
住
居
及
び
家
計
を
共
に
ず
ろ
-者
の
倥
据13
を
言
ひ
、
ま
た
遊
世
帯
と
は
、
寄
宿
舎
、
病
陪
、
旅
店
、
下
宿

屋
・
合
宿
所
・
船
磐

在
藁

計
を
養

せ
ざ
る
者
の
集
　

言
㍉
・

国

勢

調

査

に
於

け

る
現

在

入

口
主

義

を

辯

護

し

て
、

其

の
薦

め

に
最

弱。
華

々
し

き

論
戦

を
交

へ
た

者

は

一ッ、
び
.一,

含

で
あ

砺
・
私

の
知

れ

る
限

b

で
は

彼

は
・
先
づ

べ

㌻

・
統
計
會
議

に
於

て
、
・
の
覗
在
人

呈

義

を
圭

　

ザ

暖

域

、
竃
。}δ
『

の

二
回

に
亘

る
異

論

に
謝

し

て
、
彼

の
主

張

を
個

守

し
、
其

の
矯

め

に

二
論
文

を
爽

表

し

て

み

る
。

わ

省

ほ
更

に
、
N
F『

円
冨
○
「δ

毎

α

中
興
×
『

畠
e
「
<
。
貯
・。N
巴
旨

=
鴨

昌

と

題

す

る

論
文

中

に
於

て

も

、

現

在

人

口

主
義

を

強

調

し

て

み

る
。

彼

は

、

理

論

上

、
必

ら

す

し
も

住

居

入

口
主

義

を
否

定

す

る
も

の

で
は

な

い
が

、
管

際

上

、

事

貴

人

口

(叉

は

現

在
人

口
)
主

義

に
擦

る
調

査

を

以

て
足

れ
b

と

す

る
も

の

で
あ

乃
.事

は

、
竃
。
樽
。
咋
の
意

見

に
劃

　

し

て

、
理

論

上

、
反

渕

す

る

の
で

は

な

い
と

言

っ
て

み

る

に
徴

し

て
明

ら

か

で
あ

る
。

そ

し

て
彼

は

、

現
在

入

口

主

義

も
無

條

件

に
是

認

す

る
も

の

で
は
な

く

、
之

に
撤

し

て
は

、
絶

劉

的

要

件

と

し

て
「
調

査

の

正
常

時

」

(Z
。
.,

国
勢
調
査
に
於
け
る
人
口
の
概
念

第
三
十
二
巻

八
五
七

第
五
號

一
〇
五

ム1岐lle▽,DeutgcheBev61kerung臼9tatisti1く ・.S・7・
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国
勢
調
査
に
於
け
る
人
口
の
概
念

第
三
十
二
巷

八
五
八

第
五
號

一
〇
六

∋
巴
N
①
岸
位
Φ
「
N
帥
三
旬
⑳
)を
要

求
す

る
。
從

っ
て
彼

の
士
⊥
張

す

る
車
賃

入

口
と
言

ふ
の
は
、
調
査

の
正
常
時

に
、
其

の
調
査
地
域
内

に
現
在
す

る
人
員

の
総
数

で
あ

る
。
車

賃
人

口
は
素

よ
り

一
年

間
、
毎

日
、
之
を
調
査

し
て
、
其

の
算

術
準

均

の
算

定

に
基

く
も
の
で
は
な
く
、
あ

る

一
時

鮎

に
於

け

る
瞬
間

調
査

で
あ

る
以
上
、
所
謂
平
均
人

口

捌

と

完
全

に

一
致

す

る
も

の
で
は
な

い
が
、
し
か
し
、
調
査

時
が
、
大
禮

に
於

て
、
正
常

的

で
あ

る
と
看
做

さ
れ
る

場
合

、
其

の
現
在
人

口
は
よ
く
李

均
人

口

に
接
近
す

る
と
言

ふ
の
で
あ

る
。
こ
こ
で
調
査

の
正
常
時

と
言

ふ
の
は
、

一…

む

む

む

む

現
在
人
口

内

㎝
時
的
現
在
者

差

引

族
行
中

の
不
在
者

む

む

む

む

住
居
人
口

八

五

三

三

一
六

㎜二
九

二

〇
・

八

州
H
九

一二
十
川
山
ハ

四

五

二

三

八

五

三

八

一
八

人

口
移

動

の

比

較

的

に
最

も

少

な

き

季

節

を

指

す

。

濁

逸

に
於

て

は

、
夏

陽

河

馬
蓄

駐
覧
非
二陣
罫

・』

、、
信

岬コ
一
∵
三
略
)
や

:

こ
昼

塗

㌦
.,
ヨ
皿
ヨ
丈
亘

ノ
～
山よ
一昨
堕聾

二

業

吏

多

雪

卍

カ

ブ

者
・引

々

タ

ー

ぎ

ブ

者

噸

ノ

ヵ

習

勇

到

ラ

虚
汚

看

一

出

か

け

る

傾

向

が

あ

る

か

ら

、
か

か

る

時

期

を

避

け

な

け

れ

ば

な

ら

な

い
。

各

人

が

自

己

の

常

住

地

に
比

較

的

に
最

も
静

止

の

状

態

を

保

っ

て

る

る
時

期

を
見
計

っ
て
瞬
間
調
査
を
實
施
す

る
な
ら
ば

、
其

の
現
在
人

口
は
殆

ん
ど
正
常
的

の
も
の
で
あ

る
と
見

て
差
支

へ
な

い
。

こ
の
正
常
時

に
於

て
は
、

一
時

的
不
在
者
と

一
時

的
現
在

者
と

の
差
異

は
極

め
て
僅
少

で
あ

る
と
言

ふ

鋤

の

で
あ

る
。
彼

は

、

一
入

六

一
年

並

に

一
八

六

四

年

に
於

け

る

=
。
。。・・窪

の
人

口
調
査

の
結

果

に

つ

い
て

、
現

在

人

口

と
住

居

人

口
と

の
差

は
僅

か
垂

%

に
過

ぎ

な

い
と

言

っ
て

み

る

。

そ

し

て
彼

の
示

し

て

み

る
統

計

数

字

は

上

鋤

掲

の
如

く

で
あ

る

。

筒

ほ
更

に
、
属
"
ぎ

層
U
彗
霧

9
ロ
r
O
堅

き
客
ゴ
の
諸
大
都
市

に
於

け

る
事
貴

人

口
と

住
居
人

口
と
を
比
較

し
て
、

左

の
如

き
統
計
数

字
を
示

し
、
爾
者

の
間

に
差
数

の
少

な
き
論
擦

と

し
て
み
る
。

へ

ぬ

假

り

に
住
居
人

口
が

、
理
論
上
、
事
貴

人

口
よ
り
も
よ
り
正
確

で
あ

る
と
し

て
も

、
調
査

の
正
常
時

に
於

け
る

38)

158)
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事
實
人
口

住
居
人
口

事

貴

人

口
が

、
住

居

逃

口

に
極

め

て
接

近

し

て
み

て
、
其

竺

ヅ

バ
ツ
"

蝶

謡

輩

嬰

の
姦

が
僅
か
・品

位
・
過
ぎ
な
い
場
倉

は
、
必
享

ナ
ッ
.
エ
ン
バ
ッ
ハ

一
九
三
七
七

一
九
四
三
八

し

も

面

倒

な

手
績

を
施

し

て

、
住

居
人

口

を
調

査

す

る
必

要

は

な

く

、
事

貴

人

口
を
以

て
満

足

し

得

る
。

ま

し

て
住
居

入

口

に
在

っ
て

も

、
瞬

間

調

査

で
あ

る
以

上

、

こ
れ

あ

へ

も

亦
決

し

て

正
確

に
孕

均

人

口

に

一
致

す

る
諜

の
も

の

で

は
な

一

、
只

だ

相

蜀

的

に
李

均

人

口

に
よ

b

接

近

し

て

聞

み
る
と
信

じ
ら

れ

て
み
る

に
過

ぎ
な

い
。
車
賃

、
普
通

の
状
態

の
下

で
は
、

一
時
的
現
在
者
と

「
時
的
不
在
者
と

の
差
敷

は
多

く
な

い
の
で
あ

る
か
ら
、
住

居
人

口
と
同
様

に
、
事
貴

人

口
も
李
均
人

口

に
接
近

し
て
み

る
も

の
と

,
勘

看
做

し
得

べ
く
、
こ
れ
は
計
會
事
情

研
究

に
+
分

役
立

つ
も

の
で
あ

る
と

、
彼

は
主
張

す

る
。

筒

ほ
彼

が
住
居
人

口
を
積
極

的

に
排
撃

す

る
理
由

は
他

に
あ

る
。
住
居
人

口
を
調
査

す

る
場
合

、先

決
問
題

は
、

「
一
時

的
現
在

者
」
及
び
コ

時
的
不
在

者
」
の
概
念
的

定
義

の
決
定

で
あ

る
。
罎
3
9

は
、
其

の
調
査
地
域

に
於

け

る
⊥
ハ
ヶ
月

未
満

の
滞

在
者

を

一
時

的
現
在

者
と
な

し
、

ま
た
⊥
ハ
ヶ
月
未

満

の
不
在
者

を

一
時
的
不
在
者

と
な

し
て

み

る
。
し

か
し

診

7
§

三
・。

に
從

へ
ば

、
こ
れ
は
鯨

り

に
人
工
的
匿
分

に
失

し
て

み
る
。

一
時

的
現
在
者
並

に

一

時
的
不
在

者

の
塒
界

を
、
⊥
ハ
ヶ
月
と

し
な
け

れ
ば

な
ら

な

い
理
論

的
根
櫨

は
な

い
。
寧

ろ
六

ヶ
月

と
言

ふ
境
界
は

鯨
り

に
長
過

ぎ
は
し
な

い
で
あ
ら

う
か
。
農

業
使

用
人

、
職
工

、
叉

は
職

人
響
は

、
其

の
滞
在
地

の
生
産
業

に
從

事

す
る
も

の
で
あ

る
が

、
六

ヶ
月

を
境
界

と
す

れ
ば

、
其

の
大
多
数

は
、
其
本
籍
地

の
調
査

に
記

入
き
れ
る
か
、

漂

浪
者

の
地
位

に
置

か
れ

る
事
と

な

っ
て
、
調
査
地
域

に
於

け

る
職
業
人

口
の
常
態

を
示

し
得
な

い
危
険
を
伜

っ

て
来

る
。
何
故

な
ら
ば

彼
等

は
六

ヶ
月
以
上
、
同

一
地
域

に
滞
在

す

る
事

は
稀

で
あ

る
か
ら

で
あ

る
。
ま
た
入

口

国
勢
調
査
に
於
け
る
人
口
の
概
念

第
三
十
二
巻

八
五
九

第
五
號

一
〇
七
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国
勢
調
査
に
於
け
る
人
口
の
概
念

第
三
十
二
巻

八
六
〇

第
五
號

一
〇
八

動
態
統
計

を
考
慮

に
入
れ

る
場

合

、
六

ヶ
月

も
漕
在

す

る
者

の
出
生

又
は
死
亡
現
象

は

、
滞
在
地

の
統
計

に
計
上

せ
ら
れ

る
事
が
少
な

く
な

い
に
拘

ら
で
、
静

態
人

口
調
査

に
於

て
、

こ
れ
築

の
人

口
が
本
籍

地

の
調
査

に
記

入
せ

ら

れ
る
事

は
却

っ
て
不
合
理
を
生
す

る
。

ま
た
、
こ
の
境
界

は
五

ヶ
月
と

し
て
も
四

ヶ
月
と
し

て
も
差
支

へ
な

く
、

事

實

、
各
国

の
国
勢

調
査

に
於

て
、
こ
の
境
界

は
廠

々

に
分
れ

て
み
る
の
で
あ

る
か
ら

、
之

は
要

す

る
に
便

宜
的

匪
分

に
過

ぎ
な

い
。
假
り

に
其

の
境
界
が

、
理
論
上

、
六

ヶ
月

で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
し
て
も

、
實

際

上
、
不

在
者
及
び

現
在

者
を
調
査
す

る
場
奮
、
果

し
て
現
在
者
及

び
不
在
者

の
滞

在
期
間
が
六

ケ
月
場
内

で
あ

る
か
或
は

以

上
で
あ

る
か
を
正
確

に
決
定

す

る
事

は
困
難
な
場
合
が
少

な
べ
な

い
σ

そ

し
て
彼

は
、
便
宜

の
職
か
ら
言

へ
ば

、

事

貴
人

口
主
義

に
擦

る
調
査
が
最

も
簡
軍

で
あ

る
と
言

っ
て
み
る
。

次

に
彼

は
、
国

勢

調
査

に
於

て
調
査

さ
れ

る
人

口
数
が
権
貴

で
あ

る
と
共

に
、
其

の
人
口
構
成

の
内
容

も

、
婚

姻

、
出
産

、
死
亡

、
死
亡
表

等

の
研
究

上

、
利
用

し
得

る
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
言
ひ
、
調
査

の
正
常
時

に
於

け

る
事
貴
人

口

の
構
成
内

容

は
、
鴨
性

別
、
年

齢
別
分
布

.
人

口

の
密
度

、
其

の
他
肚
會

事
情

の
研
究

に
も

　

適

す

る
も

の

で
あ

る

と
述

べ

て
は

み

る
が

、

し

か

し

、
事

實

人

口

の
構

成

内
容

が

、
如

何

な

る
程
度

に
於

て

、
住

居

人

口

の
構

成
内

容

に
接
近

し

て

み

る

か

に
關

し

、
之

を
}統

計

的

に
質

讃

し

て
み

な

い
の
は
遺

憾

で
あ

る
。

こ
の

鮎

に
關

し

て
は

、
我

国

の
濱

田
氏

の
統

計

的

研

究
.が

あ

る
。

濱

田

氏

は

、

現
在

入

口

及

び
住

居

人

口

の
人

口
数

を

比

較

す

る

に
當

っ
て
、

東

京

市

(明
治
四
+

一
年
+
月

一
日
課
)
帥

戸

市

(
明
治
四
+

一
年
+

[
月

一
同
調
)京

都
市

(明
治
四
+
四
年

+

一
月

一
日
調
、札

幌

匪

(
明
治
四
+
二
年
三
月

一
日
調
)
佐

渡

郡

(明
治
四
+
二
年
+
二
月

一
日
調
)毫

澱

(大
正
四
年
+
月

一
口
調
)
の
調

査

資

料

を

利
用

し

、

ま

た

、

現

在

人

口
及

び

住

居

人

口

の
人

口
構

成

の
内

容

を

比

較

す

る

に
當

っ
て
.
東

京

市

勢

僻)

45)

言 ふ 論 題 で1・h・h.f.N・t.andStat.Bd,6.S.9ア.r… 及 びS.4・4-43・ に 於
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調
査

資

料
を
專

ら
利
用
し

て
み

る
。
濱

田
氏

の
観
察

に
從

へ
ば

、
現
在
人

口
百

に
謝
す

る
常

住
人

口
は
九

九
・
二
乃

至
九

九
・
入

で
あ

る
。
(塁
潜
で
は
一
〇
〇
・五
)
ま

た
、
現
在
人

口

に
封

ず

る
常
住

人

口
の
年
齢
別
並

に
騰
性

別

に
よ

る

差

は
、
年
齢
別
並

に
騰
性
別

に
よ

っ
て
多
少

の
相
違

が
あ

る
が
、
比
例
上

の
差

は
、
大
禮

、
○
・
〇

一
乃
至

○
・
〇
四

で
あ

り
、
ま
た

現
在

人
口

に
樹

す

る
常

住
人

口
の
職
業

別

に
よ

る
差

も

、
大
膿

、
千
分

の

一
以
下

で
、

多
く
は
萬

分

の
幾
何
と
言

ふ
程
度

の
も

の

に
過

ぎ
な

く
、
要

す

る

に

「
現
在
人

口

に
は
人

口
の
常
態

を
見

る
に
不
通

常
で
あ

る
と
言

ふ
事

は

一
般
的

に
謂

へ
な

い
の
で
、
郡
な

り
又

は
府

縣
な
b

の
状

況
を
見

る

に
は
敢

て
差
支

へ
な

い
。」
と

駒

言

っ
て

み

る
。

、

「
鞍
「蒼
蕩

の
現

在

人

口
主

義

に
反

劃

し

て

、
桂

居

入

口
重

義

を

支
持

し

た
渚

に

冒
3
、巽

が

あ

る
。

彼

の
意
見

に
從

へ
ば

、
國

勢

調

査

に
際

し

て

は

,
国

家

叉

は
地

方

自

治

髄

に
謝

す

る
法
律

的

從

属

關

係

か

ら
出

登

す

る
事

も

出

來

れ
ば

、
或

は
国

家

又

は
地

方
自

治

膿

の
匠
割

内

に
於

け

る

住
居

関

係

か
ら
出

贅

す

ろ
事

も

出
家

る
。

更

に
後

者

に

つ

い

て
は

「
調

査

時

に
於

け

る
滞

在

」

(〉
【浄
昌
〔訂

=

撃
「
N
魯

二
。「
N
巴
'一F5
巴

と

「
慣

習

約
文

は

織
縞
.的
滞

在

」

(σq
o
'<
喜

色
互
毎

o
号

「
審

二
〇
ヨ
山
雪

>
F語

言
匿

F
)

の
匠

別

を
設

け

,

一
方

の
人

口
を
事

貴

人

口
と

構

し

、
他

方

の
人

口
を

住

居

人

口
と
幕

す

る
,、
法

律
人

口
並

に
事

貴

人

口

に

つ

い
て

は
既

に
説

明

し

た

が

、
住

居

人

口
と

は

、

事

貴

人

口

に

一
時

的

不

在

者

を
加

算

し

、

一
時

的

現

在

者

を

除

去

せ

る
も

の

で
あ

る
。
彼

は

、
必

ら

す

し

も
事
貴

人

口

を
全

く
無

用

で
あ

る
と

は

言

は

な

い
。
例

へ
ば
.
一
地

域

に
於

け

る
消

費

力

は
事

貴

人

口

に
依

存

し

て

み

る
、

一
地

域

に
於

け

る
消

費

力

は

.

一
時

的

不

在

者

の
爲

め

に
減

少

し

、

一
時

的

現

在

者

の
薦

め

に
増
大

す

る
、
從

つ

働

て
消

費

統

計

に
利

用

さ

れ

る
人

口
は
事

貴

人

口

で

な

け

れ
ば

な

ら

な

い
と

言

っ
て

み

る
。

し

か
し

一
地

域

に
於

け

國
勢
調
木見
に
於
け
る
人
口
の
概
念

第
三
十
二
巻

八
六

一

第
五
號

一
〇
九

46)
47)
48)
49)
50)
51)
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圃
勢
調
査
に
於
け
文

口
の
概
念

第
三
+
二
巻

八
六
二

第
五
號

=

○

る
経
済

的
生
産
力

は
其

の
地
域

に
於

け

る
織
綾

的
在
住
者
即
ち
住
居
入

口

に
依
存

し

て
み
る
、

一
時

的
現
在
者

ヌ

は
軍

な

る
旅
行
者

は
其

の
地
域
め
経
済

的
生
産
力

に
關
興
す

る
事

は
殆

ん
ど
な

い
。
從

っ
て
職

業
人

口
調
査

に
は

住
居

入

口
を
問
題

と
し
な
け
れ
ば

な
ら

ぬ
。
ま

た
、
婚
姻

、
出

生
、
死
亡

等

は
、
圭

と
し
て
其

の
地
域

に
常
住

す

る
者
の
間
に
生
起
す
る
動
態
現
象
で
あ
る
か
ら
、
斯
く
の
如
き
合

動
態
統
計
に
於
け
る
比
率
算
出
の
根
擦
と
し

て
利
用

す

る
人

口
も
亦
住
居
人

口
で
な
け
れ
ば

な
ら
な

い
。
更

に
ま
た

.
死
亡

表
を
作
成
す

る
場
合

に
も

、
其

の

地

域

に
僅

か
数

日
滞

在

せ
る
人

口
を
も
包
括

せ

る
年
齢
階
級

別
人

ρ
を
基

礎

と
す

る
事

は
不
合

理

で
あ

っ
て
、

こ

れ

に
も
住
居
人

口
を
利
用
す
可

き
で
あ

る
と
、
彼

は
主
張

し

て
ゐ

う
、

更

に
彼

は

・
事

實
合

は
、
閏
・
・
曇

・・
達

の
主
張
す

る
が
聖

、
一
地

域

に
於

け

皐

均
人

最

を
最

も
良

く

表

示
す

る
も

の
で
は
な
-
、
調

査
時

に
於

け

る

蒔

的
現
在
者

と

蒔

的
不
在
者
と

は
、
其

の
年
次

に
、
其

の
地
域

に
於

け

る

一
時

的
現
在
者
と

一
時
的
不
在

者
と
の
李

均
値

に
均
し

い
と
言

ふ
事

は
、
極

め
て
例
外

的
事

例

に
属

す

る
と
言

っ
て
ゐ

輪
・
ま
華

貴

人

。
在

居
人

・
と
の
糞

は
、

克

、
僅

少
で
あ

・
が
聖

に
見

え

・
が
、
若

し
其

の
人

口
敷

以
外

に
、
構
成
内
容
を
鮎
槍

す

る
な
ら
ば

、
其

の
差
異

は
決

し

て
小
さ

い
も

の
で
は
な

い
、
例

へ

ば

一)
譬

話
9
鼻

の
調
査

資
料
を
見

る
に
、

一
時

的
現
在
者

は
三

四
七
、

一
時

的
不

在
者

は
二
六
四

で
、
通
者

の
差

ヨ

激

は
僅

か
八
三

で
あ

る
が
、
.し

か
し
、
両
者

の
獲

内
容

は
決

し

て
里

で
あ

・。
と
見

る
事
が
咄
來

な

い
。

.あ

む

ア

鮎

に
關

し

て
は
、
内
ぴ
δ
臥

も
論
及
し

て
み
る
魁
、、
Q∩
∩
冨
2

の
研
究
が
最

も
詳
細

を
極

め
て
み
る
。
彼

は
、
一
八
山
ハ

七

年
十

二
月
三

日
に
於

け

る

し∩
9
巴
号
鼠

の
調
査
資

料

に
基

き
、

現
在
人

口
と
住
居
人

口
と

の
間

に
存
す

る
差
異

を

、
年
齢

別
、
配
偶
關
係
別

、
世
帯
別

、
宗

敷
別
、
國

籍
別
及
び
職
業
別

に
亘

っ
て
統
計

的
観
察
を
試

み
、

一
時

●

52)
53)
54)

55)
56)

7urTheo瞬eundPraxisderVolk5z蕊hlungen.S-88・
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・

触

現
在

者
歎
と

一
時
的
不
在

者
敷
と

の
間

に
存
す

る
差
異

は
僅
少

で
あ

る
が
、

こ
の
理
由

に
基

い
て
事
貴
人

口
を

採
用

す

る
事

は
、
人

口
の
構

成
内
容
を
問
題
と
す

る
場

合
、
決

し

て
許
容

し
得

ざ

る
所

で
あ

る
、
蓋
し

一
時

的
現

在
者

の
構
成
内
容

と

一
時

的

不
在
者

の
構
成
内
容
と

⑳
間

に
は
人

な

る
差
異

が
あ

る
か
ら
で
あ

る
。
彼

は

、
こ
れ

等

の
諸

窯

に
關

し
、
凡

て
統

計

的
箪

贋
を
示
し
、
事

貴
人

口
は
肚
會
事
情

研
究

の
基
本
資
料
と

し
て
は
決

し
て
適

當
な
も

の
で
な

い
と
主
張

し
て
み

る
。

蜀
暮
膏
冨

は

一
時
的
滞
在
期

間

の
境
界

を
人
工
的

に
圖
分
す

る
事

に
謝

し
て
異
議

を
説

へ
た
が

、
こ

⑳
鮎

に
關

し

て

言
。
凋
「

は
左

の
如

く
説

明
し

て
み
る
。
人
間

は
誰

で
も

、

一
年

の
内

、
其

の
過
牢
敷
を

住
居
す

る

一
定

の

滞

在
地

を
有

っ
て
み

る
も
の
で
あ

る
。
勿

論
、
浮
浪

者

に

つ
い
て
は
特

別

の
取
扱
ひ
を
必
要
と

す

る
け
れ
ど
も

、

普
灘

、
不
在
期
間

が
六

ケ
月
未
満

の
者
セ

…
時
的
不
在

番
レ
」焉
撤

し
、
同
様

に
滞
在

期
間
が
六

ケ
月
未

満

の
着

セ

一
時

的

現
在
者
と
看
做

し

て
差
支

へ
な

い
、

こ
の
高

分
は
決

し

て

「
p
σ
「三
島

が
非
難

す
る
が

如
く
便
宜

的

の
も

の

で
は
な

く
、
理
由
あ

る
事

で
あ

る
と
述

べ
て
み

る
。
そ
し

て
農

業
使
用
人

、
、職

人
、
職

工
等

は
、
大

部
分
、
其

の
産
業

に
従
事

せ
る
住
居
地

に
於

て
調
査

さ
れ

る
事

に
な

る
と
言

っ
て
み

る
が
、
こ

の
貼

に
關

す
る

閃
"σ
門一。
一。
輌
の

非
難

は
、
何
等
統

計
的
事
實
を
以

て
し
な
か

っ
た
と
同
様

、
彼

も
亦

、
何
等
實

謹
的

論
擦
を
示

し
て
み
な

い
の
で

あ

る
コ

五

.
現
在

人

口
主
義

を
主
張

す
る
者

と
同
機

、
住
居
人

口
主
義
を

支
持

す

る
者

も
、
調
査

の
正
常

時

に
於

け

る
現
在

人

口
数

が
、
住
居

人

口
敷

と
略

ぼ

一
致
す

る
も

の
で
あ

る
事

は

、

一
般

に
認

め
て
み

る
。
然

る
に
現
在

人

口
主
義

國
勢
調
査

に
於
け
る
人
口
の
概
念

第

三
十
二
巻

八
六
三

第
五
號

一
一
一

57)
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59)
60)
61)
62)
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」

圃
勢
調
査
に
於
け
る
人
口
の
概
念

第
三
十
二
巷

八
六
四

第
五
號

一
=
一

を
主
張

す

る
者

は

、
現
在
人

口

に
於

け

る
人

口
構
成

内
容

も
、
住
居
人

口

に
於

け

る
そ
れ
と
略

ぼ

一
致
し

て
み
る

と

論
ず

る
の
で
あ

る
が

、
住

居
人

口
主
義
を
支
持

す

る
者
は
之

に
反
射

す

る
。

し
か
し

こ
の
問
題

に
關

し

て
は
、

閃
駐

腎
冨

も

竃
。
}・9

も
共

に
統
計
的
事
實

を
示

し
て
み
な

い
薦

め
に
、
議
論
が
概
念

的

に
経

っ
て
る
る

の
は
遺

憾

で
あ

る
。
Q∩
9
。
巴

は
、
統
計

的
車
賃

に
基

き
、
爾

者

の
間

に
差
異
あ

る
事

を
實

讃

し
て
、
住

居
人
口

の
必
要
を

論

じ
て
み

る
が
、
国
書
「蒼
=
ω
を

し
て
言

は
し
む
れ
ば

、
こ
の
程
度

の
差
異

は
問
題

と
す

る
に
足
ら

組
と
言

っ
て
反

駁

す

る
か
も
知
.れ
な

い
。
車
賃

、
我
国

に
於

て
.
東
京
市
勢
調
査

資
料

(明
治
四
+
一
年
調
)
に
基

き
、
濱

田
氏
は
、

現
在
人

口
の
構
成
内

容
と
住
居
人

口
の
そ
れ
と
を
樹
比

し
て
,
其

の
差
異

は
僅
少

で
あ

る
と
士
⊥
強
し
た

の
で
画

る

が
、
同

一
資
料

に
基

き

、
島

田
氏

(常
時
の
東
京
市
統
計
課
長
)
は
、
大

正
八
年

、
國
勢
調
査

法
律
案
議
事
會

に
於

て
(

其

の
差
異

は
決

し

て
看
過
す

べ
か
ら
ざ

る
事

を
力

説

し
て
み

る
の
で
あ

る
。

現
在
人

口

に
於

け
る
構
成
内

容
が
住

居
人

口

の
そ
れ

に
対
比

し
て
、
其

の
差

異
が
幾

.パ
ー

セ

ン
ト
で
あ

る
か
ら

、
之

は
問

題

に
し
な
け
れ
ば
な

ら
な

い

と

か
、
或

は
之

を
問
題

に
せ
す

し

て
よ

い
と

か
の
議

論
は
、
結

局
、
水
掛

論

に
終

る
危

険
が
多

い
と
信
ず

る
。
國

勢
調
査

に
於

け

る
人

口
は
、
肚
會

事
情

研
究

に
劃

し

て
基

本
資

料
を
提
供

す

る
も

の
で
あ

る
。
比
率
算
出

の
基

準

を
與

へ
る
も

の
で
あ

る
。
從

っ
て
現
在
人

口
又

は
住

居
人

口
の
債
値

は
、

一
膳

、
諸

方
面

の
研
究

に
適
用

し

て
見

て
後

、
初

め
て
決
定

す

る
事

が
出
來

る
。
例

へ
ば

こ
れ
等

二
種

の
人
口

に
基

い
て
、
出
生
率

、
婚
姻
率

、
死
亡
率

を
算
定

し
、
爾
者

を
比
較
樹
照

し

て
、
殆

ん
ど
同

一
結
果
を
獲

る
事

が
出
来

る
な
ら
ば

,
特

に
面
倒
な
手
績
を
必

要

と
す

る
住
居
人

口
の
調
査

は
無

用

で
あ

っ
て
、
事
實

入

口
の
調
査

の

み
を
以

て
満
足

す
る
事

が
出
来

る
で
あ
ら

ヘ

へ

う
。
反
樹

に
両
者

の
結

果
が
相

違

を
示

す
場

合

に
は
、
現
在
人

口
主
義

を
主
張
す

る
者

も
.
理
論
上
、

よ
り
正
確
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6+)

65)
66)
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で
あ

る
事

を
認

め

て
み
る
所

の
住

居
人

口
の
調
査

が

必
要

と
な

る
で
あ
ら

う
。

こ
の
場
合
、
竃
①
饗
「
も
言

っ
て
ゐ

.

る
通
り
、
調
査
上

に
困
難

が
あ

る
か
ら

と
言

っ
て
、
住
居
人

口

の
調
査

を
避
け

て
は
な
ら
な

い
の
で
あ

る
。
但

し

北
米
合
衆
国

に
於

け

る
が
如

く
、
住
居

人

口
の
み
を
軍
濁

に
調
査

す

る
事

は

一
特

例

で
あ

っ
て
、
普

通

、
住
居
人

口
の
調
査

も
、
.事
貴
人

口
の
調
査

を
基

準

に
し

て
行

は
れ

る
も

の
で
あ

る
。
我
国

に
於

て
は
、
大

正
九
年
以
來

、

既

に
三
回

に
亘

っ
て
國
勢

調
査

の
實
査

が
あ

っ
た
が

、
住
居
人

口
は
未
だ

一
度

も
調
査

せ
ら

れ
た
事

が
な

い
。

】

時
的
滞
在
期

間

の
決
定

は
頗

る
困
難

な
問
題

で
は
あ

る
が
、
肚

會
事

情
研
究

上

に
於

け

る
事
貴

人

口
及
び
住
居
人

口
の
儂

値
を
比
較

す

る
目
的

か
ら

言

っ
て
、

}
度

、
住

居
人

口
を
調
査

し

て
見

る
必
要
が
あ
ら

う
と
信
ず

る
の
で

あ

る
Q

術

ほ

朋」
の
他

に
.
住
居
人

口
を
調
査

す

る
事

に
は

,
別
の
利
益

が
附
随

し
て
み

る
。
現
在
人

口
の
瞬
間

的
調
査

は
、
理
論
上

、
極

め

て
確
實

で
あ

る
か

の
如

く
信

ぜ
ら

れ

る
が

、
實
際

上
、
脱
漏
や

二
重
計
算

に
よ

る
幾

多
の
誤

謬
が
存
在

し
て
み

る
。
調
査

に
於

る
脱

漏

の
程
度

は
如

何
な

る
手
段

を
以

て
し
て
も
之
を
知

る
事

は
殆

ん
ど
不
可

能

で
あ

る
が

、
若

し

一
時

的

現
在

者
並

に

一
時
的
不
在
者

を
調
査

す

れ
ば

、
あ

る
程
度
ま

で
、

二
重
計
算

を
防
止

す

る
事

が
出
来

る
し
、
更

に
又

、
二
重

計
算

の
程
度

を
推
定

す

る
事

も
出
来

る
の
で
あ

る
。

一
時

的
現
在
者
数
と

・一
時
的
不
在

者
数

と

は
、
全
髄

と
し

て
、
理
論
上
、

一
致

す
可

き
性

質

の
も

の
で
あ

る
。
然

る

に
猫
逸

に
於

け

る

國
勢
調
査

の
経
験

に
徴

す
れ
ば

、
猫
逸

全
膿

で
、
其

の
差
敷

は
約

四
十
万

に
達
し

た
と
報
告

さ

れ
て
る

⑤
。
調
査

日

に
,
旅

行
な
ど

で
、
偶
然

に
自
己

の
世
帯
を
離

れ

て
み

る
者

は
、臨

時
滞
在

地

に
於

て
調
査

さ

れ
る
と
同
時

に
、

自

己
の
世
帯

に
於

て
も
申
告

さ

れ
、
結
局

二
重
計
算

の
誤
謬

を
犯
す
事

が
少
な

く
な

い
。
こ
の

一
時
的
不
在
者
を

国
勢
調
査
に
於
け
る
人
口
の
概
念

第
三
十
二
巻

八
六
五

第
五
號

一
=
二
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岡
勢
調
査
に
於
け
る
人
口
の
概
念

第
三
十
二
巻

第
五
放

四

八
六
六

現
在
者
と
し
て
、
自
己
の
世
帯
に
於
て
申
告
す
る
事
は
、
人
間
の
自
然
的
戚
情
に
基
く
も
の
で
あ
る
と

出

2
r
g
g
E
は
言
っ
て
ゐ
る
。
こ
の
二
重
計
算
に
基
く
誤
謬
は
素
よ
り
正
確
に
測
定
す
る
事
は
困
難
で

あ
る
が
、
一
時
的
現
在
者
と
一
時
的
不
在
者
と
を
調
査
す
る
事
に
よ
っ
て
、
申
告
者
の
注
意
を
喚
起
す

る
事
に
も
な
り
、
ま
た
め
る
程
度
ま
で
、
こ
の
誤
謬
を
推
知
す
る
事
も
出
来
る
の
で
あ
る
。

一
九
二
五
年
に
於
け
芯
獅
過
凶
勢
調
査
は
、
職
業
調
査
及
び
鰻
替
調
査
を
併
せ
賓
施
し
、
調
査
一
期
日

を
人
口
移
動
の
多
き
六
月
十
六
日
に
畳
一
見
し
た
輔
係
も
め
る
と
思
は
れ
る
が
、
兎
も
角
、
従
来
の
現
在

人
口
主
義
を
捨
て
て
、
再
び
一
時
的
現
在
者
及
び
一
時
的
不
在
者
を
も
調
査
す
る
亭
と

L
f
結
果
.
今

日
で
は
、
世
界
文
明
闘
の
内
で
、
現
在
人
口
主
義
の
み
を
採
用
し
て
ゐ
る
圃
は
僅
か
に
英
国
と
我
闘
の

み
に
な
っ
て
仕
舞
っ
た
。
切
さ
ヨ
叩
ユ
は
、
一
九
一
四
年
、
吹
田
の
濁
逸
国
勢
調
査
に
於
て
、
住
居
人
口

切

も
併
せ
質
査
さ
れ
ん
事
を
希
望
し
た
が
、
私
は
衣
回
の
我
国
圃
勢
調
査
に
封
し
て
同
様
の
希
望
を
有
つ

も
の
で
あ
る
。

E 

設

木
論
文
中
「
調
査
主
檀
」
と
あ
る
は
「
調
査
客
櫨
」
の
誤
植
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